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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成２７年９月４日（平成２７年（行情）諮問第５２３号） 

答申日：平成２８年５月１２日（平成２８年度（行情）答申第４２号） 

事件名：特定の求人票に関する文書の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「特定求人番号Ａに係る求人票に関する行政文書一切（求人票の内容を

変更した際の行政文書を含む。ただし，平成２７年３月３１日付け兵労開

第３４号の開示決定において開示した行政文書を除く。）」（以下「本件請

求文書」という。）の開示請求に対し，特定求人番号Ａに係る求人票（以

下「本件対象文書１」という。）を特定し，その一部を不開示とした決定

について，諮問庁が新たに「求人管理情報（一覧表示）」（以下「本件対象

文書２」といい，本件対象文書１と併せて「本件対象文書」という。）を

追加して特定し，その一部を不開示とすべきとしていることは，妥当であ

る。  

第２ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律

（以下「法」という。）３条の規定に基づく開示請求に対し，兵庫労働局

長（以下「処分庁」という。）が，平成２７年５月２６日付け兵労開第５

号により行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，審査

請求人の求める文書の開示を求めるものである。 

 ２ 審査請求の理由 

 審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書及び意見書の記載

によると，おおむね以下のとおりである。 

（１）審査請求書 

本件で審査請求人の求める対象文書は，開示になった対象文書に変更

になった原因等がわかる行政文書である。 

（２）意見書 

   ア 本件で，諮問庁は，新たに文書の特定を行い部分開示する旨の理由

説明書を提出している。 

     この理由説明については，特に異論はない。 

イ 本件審査請求を行ったのには理由がある。 

本件開示請求で，処分庁に添付した求人票の労働条件を変更した際

の行政文書開示請求を行ったが，開示されたのが本件対象文書１で
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ある。 

ところが，処分庁は，本件で提出した求人票から変更になった求人

票を保有していたにも関わらず，これを隠したからである。 

処分庁が隠した変更になった求人票（添付省略）を提出する。 

これを見ると，本件で提出した求人票とは，全く違う労働条件の求

人票が作成され，全国の求職者に閲覧させていたことがわかる。 

なぜこのように求人票の内容が変更になったのかと言えば，おそら

く，本件で提出した求人票で採用された労働者側から，求人票に記

載されている労働条件等が違うと苦情が入ったからである。 

現在，本件特定企業の求人票は，求職者に閲覧することができなく

なっている。 

なぜならば，本件特定企業の賃金が，最低賃金未満だからである。 

少なくとも，処分庁は，こういった事情も，当時から知っていたは

ずである。 

だから，このように求人票の労働条件が変更になったものと思われ

る。 

ウ 本件特定企業は悪いが，それ以上に，処分庁の方が，もっと悪質だ

と考えている。 

     企業は，利益を出すための組織である。  

     当然，利益を出すために，労働者に最低賃金未満で労働させ利益を

得ようとする場合もある。 

     しかし，そうならないように監視役になるのが処分庁であるにも関

わらず，そのような企業の片棒を担いだのが本件である。 

     だから，処分庁の職員等が刑事告訴されたのである。 

     本件で，諮問庁は処分庁の片棒を担ぐのを止めたのか，新たに文書

を特定した上で，部分開示するとの姿勢は評価する。 

     その新たに特定した文書に，本件で提出した求人票が含まれるのか

どうか不明であるが，処分庁の職員等は，本件で刑事告訴される。 

     はっきりいって，処分庁は，腐り切っている。 

     本件諮問事件では，諮問庁は，処分庁の共犯にならなかった可能性

があるので，諮問庁の刑事責任は問わないが，今後，もし，処分庁

の片棒を担ぐようなことを行うと，刑事責任を問われることを覚悟

して，事案処理を行っていただきたい。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 諮問庁としての考え方 

本件審査請求に関し，原処分において特定した本件対象文書１の他に，

新たに「本件対象文書２」を本件請求文書として特定した上で，不開示理

由について，法５条２号イを加え，法５条１号及び２号イに基づき部分開
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示とすることが妥当であると考える。 

２ 理由 

（１）本件対象文書の特定について 

原処分においては，事業所からの求人申込みに基づき，当該申込みに

係る情報をハローワークシステムに入力することによって作成する「求

人票」を本件対象文書１として特定した。 

なお，本件審査請求を受け，諮問庁において本件請求文書の確認を行

ったところ，原処分において特定した「求人票」の他に，新たに「本件

対象文書２」についても本件対象文書として特定すべきと判断したこと

から，当該文書を本件対象文書に加えるものとする。 

「本件対象文書２」には，求人申込み後に，事業所から求人条件の変

更の申し出があった場合の求人条件変更状況が記載されている。 

（２）不開示情報該当性について 

ア 法５条１号について 

「求人票」の「担当者」欄及び「本件対象文書２」の「項目内容」

欄には，特定事業所の人事担当者等である個人の氏名が記載されて

おり，当該情報は，個人に関する情報であって，特定の個人を識別

することができるものであり，法５条１号の不開示情報に該当し，

かつ同号ただし書イからハまでのいずれにも該当しないため，不開

示とすることが妥当である。 

イ  法５条２号イについて 

     「本件対象文書２」の「年月日」，「情報」，「項目内容」及び「状

況」欄には，特定事業所の従業員の確保，その他人事計画に関する

通常秘匿されるべき内部管理情報が記載されている。 

      これらの情報は，特定法人に関する情報であって，公にされた場合，

当該法人の人材確保等の面において，同業他社との間で競争上の地

位その他正当な利益を害するおそれがあることから，法５条２号イ

の不開示情報に該当するため，不開示とすることが妥当である。 

（３）請求者の主張について 

請求者は，審査請求書の中で，「審査請求人の求める文書を開示せよ。

本件で審査請求人の求める文書は，開示になった対象文書に変更になっ

た原因等がわかる行政文書である（原文ママ）。」と主張しているが，本

件開示請求に係る求人票に関して作成，取得した行政文書は，上記

（１）に記載したとおりである。 

３ 結論 

以上のとおり，本件対象文書については，法５条１号及び２号イに基づ

き，部分開示とすることが妥当である｡ 

第４ 調査審議の経過 
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   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ①平成２７年９月４日     諮問の受理 

   ②同日             諮問庁から理由説明書を収受 

   ③同年９月１５日       審議 

   ④同年１０月６日       審査請求人から意見書を収受 

   ⑤平成２８年４月２１日    委員の交代に伴う所要の手続並びに本

件対象文書の見分及び審議 

   ⑥同年５月１０日       審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件開示請求について 

   本件請求文書は，「特定求人番号Ａに係る求人票に関する行政文書一切

（求人票の内容を変更した際の行政文書を含む。ただし，平成２７年３月

３１日付け兵労開第３４号の開示決定において開示した行政文書を除

く。）」であり，処分庁は，本件対象文書１を特定し，その一部について，

法５条１号に該当するとして，不開示とする原処分を行った。 

   これに対し，審査請求人は，「審査請求人の求める行政文書は，開示に

なった対象文書に変更になった原因等がわかる行政文書である」としてい

る。 

   諮問庁は，諮問に当たり，原処分において特定した本件対象文書１の他

に，新たに本件対象文書２を特定し，その一部を法５条１号及び２号イに

該当するとして不開示とするとしていることから，本件対象文書の見分結

果等を踏まえ，本件対象文書の特定の妥当性及び不開示部分の不開示情報

該当性について，以下，検討する。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）諮問庁は，理由説明書において，本件審査請求を受け，諮問庁におい

て確認を行ったところ，原処分において特定した「求人票（本件対象文

書１）」の他に，新たに「求人管理情報（一覧表示）（本件対象文書

２）」についても，求人申込み後に，事業所から求人条件の変更の申出

があった場合の求人条件変更状況が記載されているとして，本件対象文

書として特定すると説明する。 

そこで，諮問庁が新たに追加して特定するとしている本件対象文書２

について見分したところ，当該文書には，特定求人番号Ａの求人票に係

る求人条件変更状況が記載されており，求人票の内容を変更した際の行

政文書であると認められる。 

（２）審査請求人は，意見書において，処分庁は，開示請求で提出した求人

票とは全く違う労働条件の求人票を保有していたにもかかわらず，これ

を隠したと主張し，隠したと主張する求人票を提出している。 

当該求人票について，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させた
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ところ，諮問庁は，当該求人票は，特定求人番号Ｂに係る求人票であっ

て，審査請求人が開示請求を行った求人票の特定求人番号Ａとは異なる

番号であり，特定求人番号は，一の求人申込みに対して一の番号が付与

されることから，特定求人番号の異なる求人票は同一の求人ではなく，

したがって，審査請求人が，意見書において提出した求人票は本件対象

文書には当たらず，また，本件対象文書との関わりもないと説明する。 

   そこで，意見書で提出された求人票を確認したところ，当該求人票の

特定求人番号Ｂは，審査請求人が開示請求を行った求人票の特定求人番

号Ａと異なることが認められた。特定求人番号は，一の求人申込みに対

して一の番号が付与されることを踏まえると，特定求人番号の異なる求

人票は同一の求人ではなく，本件対象文書に該当しないとする諮問庁の

説明は，首肯できるものである。 

（３）以上から，諮問庁が本件対象文書として本件対象文書２を追加して特

定するとしていることは，妥当である。 

３ 本件対象文書の不開示情報該当性について 

（１）本件対象文書１について 

    「担当者」欄の不開示部分は，特定事業所の人事担当者である個人の

氏名であり，法５条１号本文前段の個人に関する情報であって，特定の

個人を識別することができるものに該当し，同号ただし書イないしハに

該当する事情は認められない。また，当該部分は，個人識別部分であり，

法６条２項による部分開示の余地はない。 

    したがって，当該部分は，法５条１号に該当し，不開示とすることが

妥当である。 

（２）本件対象文書２について 

      「年月日」「情報」「項目内容」及び「状況」欄の不開示部分には，特

定事業所の従業員の確保，その他人事計画に関する通常秘匿されるべき

内部管理情報が記載されている。 

      これらの情報は特定の法人に関する情報であって，公にされた場合，

当該法人の人材確保等の面において，他社との間で競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は法５条２号イに該当し，同条１号について判

断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

４ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

５ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求文書の開示請求に対し，本件対象文書１を特

定し，その一部を法５条１号に該当するとして不開示とした決定について，
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諮問庁が新たに本件対象文書２を追加して特定し，その一部を同条１号及

び２号イに該当するとして不開示とすべきとしていることについては，本

件対象文書２を追加して特定すべきとしていることは妥当であり，また，

不開示とすべきとしている部分は，同条１号及び２号イに該当すると認め

られるので，不開示とすることが妥当であると判断した。 

（第３部会） 

  委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子 

 




